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下水道の早期接続をお願いします
快適で　安全な　生活環境を守る下水道

　下水道は、下呂市の美しい水環境の保全やまちづく
りに欠かせない施設です。下水道の整備は、世代間で
負担し支え合いながら、長期間にわたって実施するこ
とで、水環境の保全とまちづくりを一緒に担う、とて
も大切な事業です。下水道が整備された区域にお住ま
いの全ての人に、下水道へ接続していただくことによ
り、その効果はより発揮されます。それぞれご事情は
あると思いますが、下水道の趣旨をご理解いただき、
早期に接続をしていただきますようお願いします。

　家庭から出た生活排水を微生物の働きにより、元の
きれいな水にして戻すことが下水道の役割です。その
ためには、より多くの家庭の生活排水を下水道へ接続
することが大切です。

　下水道が使用できるようになった区域は、３年以内
に「汲み取り式トイレ」を「水洗トイレ」に換えなけ

　下水道へ接続するための排水設備工事は、「下呂市
排水設備工事指定店」へ依頼をしてください。工事指
定店では技術・知識・実績を持った排水設備工事責任
技術者がいますので、安心して工事を任せられます。

　下水道の整備がされていない区域で、住宅や事業所
の建物に合併処理浄化槽を設置する場合に、補助金を
交付します。補助金の額は、浄化槽の種類と大きさ（人
槽）や用途（住宅・事業所）によって異なります。　

　　　　　【上下水道課】

下水道が果たす役割

水洗トイレで快適生活

接続工事は工事指定店で

下水道未整備区域では
　　　　合併処理浄化槽の補助金を交付

下水道への接続のお願い

農地パトロール（利用状況調査）を実施

　利用状況調査の結果、「再生可能な遊休農地」
と判定した場合は、所有者などに対して利用意向
調査書を送付します。調査書が届いたら、回答期
限までに農業委員会事務局へご提出ください。
　○調査対象：再生可能な遊休農地所有者など
　○調査時期：平成 30 年 11 月以降

遊休農地とは・・・
・1 年以上にわたり耕作されておらず、今後も

耕作されないと見込まれる農地
・周辺の農地と比べて低利用となっている農地

１．利用状況調査（農地法第30条） ２．利用意向調査（農地法第32条）

　農業委員会では農地法に基づき、全ての農地を
対象に利用状況調査を実施しています。
　農地への立ち入りやお話しを伺うこともありま
すので、ご理解とご協力をお願いします。
　○調査対象：全ての農地
　○調査期間：平成 30 年 9 月から 10 月まで

ればなりません。また、トイレ
の排水のみ処理が可能な“単独
浄化槽”は、お風呂や台所の生活排水がそのまま河川
へ流れてしまい、水質悪化の原因となります。単独浄
化槽をお使いのご家庭も下水道への接続をお願いしま
す。
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建築課または各振興事務所に備えつけの耐震診断申込書などに必要事項をご記入の上、提出してください。
【問合先】建築課　☎ 53-2010（内線 121・122）

■ 申込方法

木造住宅無料耐震診断を実施します
  木造住宅の耐震診断実施を希望する市民の皆さんに対し、県に登録された「岐阜県木造住宅耐震
相談士」を派遣し、木造住宅無料耐震診断を実施します。
  自分が住んでいる住宅がどのような状態になっているのかを知るため、耐震診断を行いましょう。

◎ 昭和 56 年 5 月 31 日以前に着工された木造住宅
◎ 住宅の所有者が実施するもの
◎ 併用住宅の場合は、延べ面積の過半が住宅の用に供されているもの　ほか

次の各要件を満たす場合が対象となります。

・木造住宅耐震改修工事費補助

・木造住宅耐震リフォーム工事費補助

・木造住宅除去工事費補助

・木造住宅耐震シェルター・ベッド設置補助

■ 診断評点１．０未満と判定された木造住宅には、
     次の４つの支援制度があります。

（制度の詳細については、下呂市ホームページをご覧ください。）住宅の耐震性能を「耐震評点」で表します。

■ 耐震診断結果について

【耐震評点】
　1.5 超える  ：   倒壊しない
　1.0 ≦ 1.5    ：   一応倒壊しない
　0.7 ≦ 1.0    ：   倒壊する可能性がある
　0.7 未 満　：   倒壊する可能性が高い

後日、担当職員
が現地確認・問
診に伺います。
審査後診断決定
のお知らせをし
ます。

相 談 士 が 訪 問
し、現地調査を
行います。

（天井裏や床下
を確認すること
があります。）

診断を行う「岐
阜県木造住宅耐
震 相 談 士 」 よ
り、連絡が入り
ます。

相談士が再度ご
自 宅 に 伺 い ま
す。診断結果と
補強アドバイス
を示した報告書
により説明を行
います。

①申込み

対象となる要件
をご確認の上、
市役所建設部建
築課へご連絡く
ださい。

⇨

②職員の現地確認 ③相談士から連絡 ④現地調査【診断】 ⑤診断結果説明

⇨ ⇨ ⇨


